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Ⅵ 監査指導課の業務概要 

 平成 16 年 4 月組織改正により、県内 5 か所（習志野、松戸、印旛、山武及び君津）の

健康福祉センターに監査指導課が設置され、社会福祉法人及び社会福祉施設等（以下「社

会福祉法人等」という。）の指導監査業務を実施している。 

 

１ 指導監査業務の概要 

（１） 社会福祉事業を経営する社会福祉法人の運営管理及び会計管理についての指導監査 

（２） 社会福祉施設等（保護施設、特別養護老人ホーム等の老人福祉施設、保育所等の

児童福祉施設、幼保連携型認定こども園、障害者支援施設）の運営管理、入所者

処遇及び会計管理についての指導監査 

（３） 認可外保育施設の立入調査及び有料老人ホーム（有料老人ホームに該当するサー

ビス付き高齢者向け住宅を含む。）の立入検査 

（４） 介護保険指定事業所、指定障害福祉サービス事業所及び指定障害児通所支援事業

所等の実地指導 

 
２ 山武健康福祉センター監査指導課の所管区域 

（１） 山武健康福祉センター管内 

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町 
（２） 長生健康福祉センター管内 

茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 
（３） 夷隅健康福祉センター管内 

    勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 
 
３ 監査等の実施状況等 

（１） 監査等の実施状況 

社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査は、社会福祉法等の関係法令及び県の

「社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査要綱」等に基づき、社会福祉法人及び社会福

祉施設等の適正かつ円滑な運営の確保を図るため、計画的に実施している。 

平成２９年度の監査等の実施数は 660、前年度比 1.1％の増であり、主に有料法人ホ

ームと指定障害児通所支援事業所の増加によるものである。 

（２） 主な指摘事項 

平成２９年度の主な指摘事項は以下のとおりである。 
・社会福祉施設の主な指摘事項は、職員配置、衛生管理、事故防止対応、給食の栄養

確保等に関する事項である。 
・介護保険指定事業所の主な指摘事項は、人員基準、介護サービス情報公表に関する

事項である。 
・障害福祉サービス事業所の主な指摘事項は、人員基準に関する事項である。 
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表１ 社会福祉法人等の指導監査実施状況 
区分  

種別  

平成２９年度  
法人・  
施設数  

Ａ  

計画数  
Ｂ  

計画率

（％）  
Ｂ／Ａ  

実施数  
Ｄ  

うち、実地  
監査・指導  

実施率

（％）  
Ｄ／Ｂ  

社
会
福
祉
法
人
等 

社会福祉法人  40 40 100 40 40 100 

１ 社会福祉協議会  11 11 100 11 11 100 

２ 施設を経営するもの  26 26 100 26 26 100 

第一種経営  20 20 100 20 20 100 

第二種経営  6 6 100 6 6 100 

３ 施設を経営しないもの  3 3 100 3 3 100 

児童福祉行政（市町村）  17 17 100 17 17 100 

計  57 57 100 57 57 100 

社
会
福
祉
施
設
等 

社会福祉施設（第一種）  74 64 86.5 64 64 100 

１  保護施設  1 1 100 1 1 100 

２  老人福祉施設  58 48 82.8 48 48 100 

３  児童福祉施設  6 6 100 6 6 100 

内  
 
 
訳  

障害児入所施設  1 1 100 1 1 100 

児童自立支援施設  －  －  －  －  －  －  

乳児院  2 2 100 2 2 100 

児童養護施設  3 3 100 3 3 100 

母子生活支援施設  －  －  －  －  －  －  
児童心理治療施設（情緒
障害児短期治療施設）  －  －  －  －  －  －  

４  婦人保護施設  －  －  －  －  －  －  

５  障害者支援施設  9 9 100 9 9 100 

社会福祉施設（第二種）  1,550 547 35.3 539 513 98.5 

１  保育所  69 69 100 69 48 100 

２  幼保連携型認定こども園  8 8 100 8 3 100 

３  認可外保育施設  9 9 100 8 8 88.9 

4 有料老人ホーム  32 32 100 32 32 100 

５  介護保険指定事業所  1,063 293 27.6 295 295 100.7 

６  指定障害福祉サービス事業所  303 100 33.0 92 92 92.0 

７指定障害児通所支援事業所  50 28 56.0 27 27 96.4 

８指定児童発達支援センター  －  －  －  －  －  －  

９  指定一般相談支援事業所  16 8 50.0 8 8 100 

計  1,624 611 37.6 603 577 98.7 

合 計  1,681 668 39.7 660 634 98.8 

※第一種経営とは、主として第一種社会福祉事業を経営するもの。  
※第二種経営とは、主として第二種社会福祉事業を経営するもの。  
※実施数と「うち、実地監査・指導」との差は、「書面監査・指導」である。  


